
「JR 尼崎駅南地区」における都市計画見直しについて 

１ 趣旨 

 JR 尼崎駅南地区は、尼崎市都市計画マスタープランで広域拠点と位置付けられています。本市で

は、地区の今後の適切な土地利用誘導を図るため、平成 29 年 3 月に「JR 尼崎駅周辺（南地区）の土

地利用誘導方針」を定めました。（平成 31年一部修正） 

特に、駅南側の近隣商業地域、及び工業地域（一部、

第 1種住居地域も含む）においては、既存事業所の操

業環境を保全しつつ、にぎわい形成や少子高齢化への

対応の観点から、多様な用途の立地の促進や土地の高

度な利用を行うことを目指し、今回、都市計画を見直

します。 

２ 対象区域 

右図   の区域

  （参考）用途地域

近隣商業地域（容積率 400％、建蔽率 80％） 

工業地域（容積率 200％、建蔽率 60％） 

第 1種住居地域（容積率 200％、建蔽率 60％）

３ 施行開始 

令和元年 8月 1日（木）から 

４ 策定する都市計画等 

・都市機能誘導特別用途地区（JR尼崎駅南地区） 

※尼崎市都市機能誘導特別用途地区建築条例も併せて施行 

  ・高度利用地区（JR尼崎駅南地区） 

  ・高度地区（第 5種）

５ 見直しの概要 

① 多様な都市機能が集まる土地利用を図るため、建物の立地を規制･緩和します。 

（用途規制）下記の用途について立地できないよう規制します [工業地域] 
・危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させるおそれがある工場（本市内陸工業地集積産業を

除く。）、危険物の貯蔵・処理施設、産廃処理施設等 <周辺環境への配慮> 
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（用途緩和）下記の用途について立地できるように緩和します [工業地域] 
   ・ホテル・旅館（旅館業法に定める旅館及びホテル営業に限る）<業務・観光上の需要がある施設> 

（容積緩和）下記の用途は、一定条件のものに限り容積率を緩和し、立地しやすくします [全域] 
 ・商業・複合施設、福祉施設、教育文化施設、業務施設、宿泊施設

<にぎわいを創出する施設、駅前にあることで利便性が向上する施設> 
 ※敷地面積や建ぺい率等については条件があります

（その他）区域内の住宅敷地では、緩衝緑地設置（住環境整備条例）は不要とします [工業地域] 

② 既存工場の操業環境に配慮します [工業地域] 

（用途規制）長洲久々知線東側沿道の 6ｍ以内での新たな住宅等の建築を制限します 

 <区域外西側の既存工業地の操業環境への配慮> 

※ただし、上記に加え、更に 2ｍの沿道空間を確保する場合、容積率を緩和します 

（高さ規制）第 5種高度地区の内容を一部変更します <住工複合地における住環境への配慮> 
※当該区域だけでなく、市内の準工業地域（一部）へも拡大します

６ その他 

都市計画の概要等は別紙 1～3のとおり 

・都市機能誘導特別用途地区（JR尼崎駅南地区）・・・別紙 1 

  ・高度利用地区（JR尼崎駅南地区）      ・・・別紙 2 

  ・高度地区（第 5種）             ・・・別紙 3

以 上
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別紙１
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別紙２

のみ対象となる内容
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別紙３

のみ対象となる内容


